
    （注） 検討項目の前の数字は本ガイドラインの章番号を示す
    ＊1  2.4～2.6の検討に加え､2.7～2.10その他検討が必要な項目は､地域の実績に応じて設定する｡
    ＊2  必要に応じて､港湾管理者と相談の上､協議会に対して意見を求めることができる｡
           2.8～2.10は検討が望ましい事項｡

図ｰ2.1  本ガイドラインの検討フロー図（協議会を設置する場合）
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・ 釣りニーズ 港湾関係者による検討の開始

親水型構造物か否か

親水型構造物として開放

２．２ 協議会の設置 ２．３ 検討の事前準備

２．４ 利用範囲 ２．５ 管理運営体制 ２．６ 安全対策

釣り利用を行うか否かの判断

①本来の用途・目的を妨げない

②利用者の安全を確保できる

２．７ 施設管理運営基準等

２．８ 費用負担のあり方

２．９ 利用のルール作り

２．10 利用者への情報提供

再検討を行うか

否かの判断

釣り利用しない

釣り安全対策

釣り利用

（港湾管理者が設置） （港湾管理者が準備）

（協議会で検討） （＊１）

（管理運営者が検討） （＊2）

（港湾管理者が判断）
（港湾管理者が判断）
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【前提】

･ 地域振興

･ 本来目的を妨げない


